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元
気
ア
ッ
プ
栄
養
教
室

「
悪
玉
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
」

　
野
菜
や
魚
を
積
極
的
に
摂
取
す

る
こ
と
が
、
悪
玉
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
値
の
改
善
に
つ
な
が
り
ま
す
。

特
に
外
食
や
惣
菜
の
利
用
が
多
い

方
は
、
こ
れ
ら
が
不
足
し
て
し
ま

い
が
ち
で
す
。
手
軽
で
美
味
し
い

野
菜
と
魚
料
理
を
紹
介
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
上
三
川
町
民
の
方（
お

お
む
ね
20
歳
～
74
歳
く
ら
い
）

▼
日
程
＝
平
成
30
年
1
月
22
日（
月
）

▼
時
間
＝
午
前
9
時
30
分
～
午
後

1
時
30
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

▼
申
込
み
＝
1
月
15
日（
月
）ま
で

に
健
康
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
費
用
＝
5
0
0
円

▼
持
ち
物
＝
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

（
バ
ン
ダ
ナ
）、ス
リ
ッ
パ
、タ
オ
ル

お
知
ら
せ
版

お
知
ら
せ
版

上三川町
交通事故発生状況

9月 10月

件数 8件 16件

負傷者数 9人 23人

死者数 0人 1人

犬・猫に関する相談は県動物愛護指導センターへ
☎028ー684ー5458

▼
定
員
＝
25
名

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
課
　
成
人
健
康
係

　
☎
○56
9
1
3
3

海
外
で
急
な
病
気
に
か
か

っ
て
治
療
を
受
け
た
と
き

●
海
外
療
養
費

　
海
外
で
急
な
病
気
や
怪
我
で
医

療
を
受
け
た
と
き
に
、
そ
の
費
用

の
一
部
に
つ
い
て
払
い
戻
し
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
請
に

必
要
な
書
類
の
中
に
、
現
地
の
医

療
機
関
に
記
入
し
て
も
ら
う
書
類

が
あ
り
ま
す
。
書
類
は
保
険
課
窓

口
で
受
け
取
る
か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

の
で
、
事
前
に
用
意
し
て
渡
航
す

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

●
給
付
の
範
囲

　
給
付
対
象
と
な
る
の
は
、
日
本

国
内
で
保
険
診
療
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
医
療
行
為
に
限
ら
れ
ま

す
。
国
内
で
保
険
診
療
と
し
て
認

め
ら
れ
な
い
治
療
や
、
治
療
を
目

的
と
し
渡
航
し
て
治
療
を
受
け
た

と
き
な
ど
は
給
付
対
象
外
と
な
り

ま
す
。

●
支
給
額

　
日
本
国
内
の
医
療
機
関
で
保
険

診
療
を
受
け
た
場
合
に
か
か
る
医

療
費
を
基
準
に
計
算
し
た
額（
海

外
で
受
け
た
治
療
費
の
方
が
安
く

な
る
場
合
は
、
実
際
に
支
払
っ
た

金
額
）か
ら
自
己
負
担
額
分
を
差

し
引
い
た
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
海
外
の
医
療
制
度
は
日
本
の
医

療
制
度
と
異
な
る
た
め
、
支
払
っ

た
金
額
か
ら
自
己
負
担
額
を
引
い

た
額
よ
り
も
、
支
給
額
が
大
幅
に

少
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
保
険
課
　
国
保
年
金
係

　
☎
○56
9
1
3
4

防
犯
灯
L
E
D
化
工
事

の
お
知
ら
せ

　
平
成
29
年
12
月
～
平
成
30
年
2

月
に
か
け
て
町
内
の
防
犯
灯
を
蛍

光
灯
か
ら
L
E
D
灯
に
更
新
す
る

工
事
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
道
路
上
や
私

有
地
上
の
各
所
で
作
業
を
行
い
ま

す
の
で
、
御
理
解
と
御
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
総
務
課
　
交
通
防
災
係

　
☎
○56
9
1
1
5

カ
ラ
ス
駆
除
の
実
施
に

つ
い
て

　
カ
ラ
ス
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、
有
害
鳥
獣

の
駆
除
を
実
施
し
ま
す
。
駆
除
は

銃
器
を
使
用
し
て
行
い
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
＝

　
1
月
27
日（
土
）・
28
日（
日
）

　
午
前
7
時
～
午
後
5
時

▼
実
施
場
所
＝
上
三
川
町
内
全
域

▼
対
象
鳥
獣
＝
カ
ラ
ス

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
産
業
振
興
課
　
農
産
園
芸
係

　
☎
○56
9
1
3
8

今 月 の 納 期
納期限12月25日（月）
固定資産税……… 第3期
国民健康保険税… 第6期
後期高齢者医療保険料… 第6期

今月の休日納税相談

日時＝12月24日（日）
　　午前8時30分〜正午
場所＝1階　税務課窓口
連絡先＝税務課 納税係

☎56 9121

火災情報は ☎537311へ

安心塗装の丸宇興業（株）

県 内 初 、リ フ ォ ー ム で T ポ イ ン ト 進 呈 中

丸宇興業のリフォーム
　　　　　　で二重丸◎

☎０１２０１６４９１０
い ろ よ く

点
まんてん

日産・磯川緑地公園となり

100
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軽
油
引
取
税
に
係
る
農
業

用
免
税
証
の
交
付
申
請

　
平
成
30
年
分
農
業
用
免
税
証
の

交
付
申
請
を
次
の
と
お
り
受
付
し

ま
す
。

▼
期
日
＝

①
2
月
6
日（
火
）

　
上
三
川
地
区
・
明
治
地
区
の
う

ち
多
功
及
び
天
神
町

②
2
月
7
日（
水
）

　
本
郷
地
区
・
明
治
地
区（
多
功

及
び
天
神
町
を
除
く
）

▼
時
間
＝

　
午
前
9
時
30
分
～
午
後
3
時

　（
正
午
～
午
後
1
時
を
除
く
）

▼
場
所
＝
役
場
3
階
　
大
会
議
室

※
持
参
す
る
も
の
等
、
詳
し
く
は

「
広
報
か
み
の
か
わ
平
成
30
年
1

月
号
」に
掲
載
い
た
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
12
月

発
行
の「
か
み
の
か
わ
農
委
情
報
」

に
も
同
様
の
内
容
を
掲
載
い
た
し

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
宇
都
宮
県
税
事
務
所

課
税
課

　
☎
0
2
8（
6
2
6
）3
0
1
8

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
○56
9
1
6
6

【犯罪被害相談日時】 平日午前10時〜午後4時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ  ☎028ー643ー3940

町
営
住
宅
入
居
者
向
け

駐
車
場
利
用
者
募
集

▼
募
集
駐
車
場
＝

　
下
町
共
用
駐
車
場
　
4
区
画

※
町
営
住
宅
入
居
者
ま
た
は
同
居

者
の
み
応
募
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
建
築
課
　
計
画
係

　
☎
○56
9
1
4
5

上
三
川
町
空
家
等
対
策
協
議

会
の
委
員
を
公
募
し
ま
す

　
本
協
議
会
で
は
、
上
三
川
町
の

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
話

合
い
を
行
い
ま
す
。

　
上
三
川
町
の
空
家
等
対
策
に
町

民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、

上
三
川
町
空
家
等
対
策
協
議
会
の

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格
＝
町
内
に
在
住
す
る

20
歳
以
上
の
人
で
、
毎
年
度
数
回

程
度
、
平
日
の
日
中
に
開
催
さ
れ

る
会
議
に
出
席
で
き
る
人（
議
員
、

公
務
員
、
町
の
他
の
附
属
機
関
の

委
員
を
除
く
）

▼
募
集
人
員
＝
若
干
名

▼
募
集
期
間
＝

　
12
月
4
日（
月
）～
25
日（
月
）

　
平
日
　
午
前
8
時
30
分
～
午
後

5
時
15
分

▼
任
期
＝
委
嘱
の
日
か
ら
2
年
間

▼
報
酬
等
の
額
＝
会
議
1
回
に
つ

き
、
町
の
規
定
に
基
づ
く
報
酬
を

支
給

▼
応
募
方
法
＝
上
三
川
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
応
募
用
紙
を
建

築
課（
庁
舎
1
階
）に
直
接
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
な
お
、
応
募
用
紙
に
つ
い
て
は
、

建
築
課
に
て
配
布
も
し
て
い
ま
す
。

▼
選
考
方
法
な
ど
＝
応
募
用
紙
の

記
載
事
項
を
審
査
の
上
、
選
考
し

ま
す
。
な
お
、
結
果
は
応
募
者
全

員
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
建
築
課
　
計
画
係

　
☎
○56
9
1
4
5

水
道
管
の
凍
結
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
気
温
が
氷
点
下
を
下
回
る
と
、

水
道
管
の
凍
結
に
よ
っ
て
水
が
出

な
く
な
っ
た
り
、
蛇
口
や
水
道
管

が
破
裂
し
て
水
が
噴
き
出
し
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
水
道
管

が
破
裂
し
た
場
合
、
水
が
使
え
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
気

象
情
報
に
注
意
し
、
普
段
か
ら
点

検
を
行
い
、
凍
結
対
策
を
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
対
策
方
法
な
ど
は
、

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　
も
し
、
水
道
管
が
凍
結
で
破
裂

し
た
場
合
の
修
理
は
、
必
ず
町
指

定
の
給
水
装
置
工
事
業
者
に
依
頼

さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
下
水
道
課
　
業
務
係

　
☎
○56
9
1
6
8

　
上
下
水
道
課
　
上
水
道
係

　
☎
○56
9
1
6
9

都
市
公
園
内
水
道
の

休
止
に
つ
い
て

　
冬
期
の
水
道
管
凍
結
防
止
の
た

め
、
一
部
の
都
市
公
園
内
の
水
道

を
次
の
期
間
休
止
し
ま
す
。
ま
た
、

当
該
期
間
は
ト
イ
レ
の
使
用
も
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
水
道
休
止
期
間
＝

　
平
成
29
年
12
月
28
日（
木
）～
平

成
30
年
2
月
28
日（
水
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
都
市
建
設
課
　
管
理
係

　
☎
○56
9
1
4
6

町営住宅入居者募集
▶募集住宅・家賃月額＝

下町第一
町営住宅

2DK
（昭和50年築）

1戸
10,400 〜

20,500円

3DK
（昭和54年築）

2戸
12,600 〜

24,800円

▶受付期間＝12月1日（金）〜 15日（金）

　（土日、祝日を除く）

※家賃は、入居者の年収等により決まります。

※入居には、家賃の3か月分の敷金が必要です。

※入居可能日は、翌月1日になります。

▶問い合わせ先＝建築課　計画係

　　　　　　　　☎○56 9145
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宇
都
宮
都
市
計
画
地
区

計
画
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
計
画
を
変
更
す
る
に
あ
た
り
、

都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

▼
縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
案
＝

　
宇
都
宮
都
市
計
画
地
区
計
画
の

変
更（
石
田
南
地
区
計
画
）

▼
縦
覧
期
間
＝

　
12
月
8
日（
金
）～
22
日（
金
）

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

※
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見

の
あ
る
方
は
、
住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
職
業
、
電
話
番
号
、
意

見
の
趣
旨
及
び
理
由
を
書
い
た
意

見
書
を
町
長
宛
て
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の

要
旨
は
都
市
計
画
審
議
会
に
提
出

さ
れ
ま
す
。

▼
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所
・

意
見
書
の
提
出
先
＝

　
都
市
建
設
課
都
市
計
画
係

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
都
市
建
設
課
　
都
市
計
画
係

　
☎
○56
9
1
4
0

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
1
月
1
日

現
在
、
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
町
で
は
、
家
屋
の
新
築
・
増
築

・
取
り
壊
し
の
調
査
に
努
め
て
い

ま
す
が
、
特
に
取
り
壊
し
の
場
合
、

把
握
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
又
は
取
り

壊
す
予
定
の
あ
る
方
は
、
税
務
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
税
務
課
　
資
産
税
係

　
☎
○56
9
1
2
3

農
業
に
関
す
る
ご
相
談

は
農
業
公
社
ま
で

　
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
農

業
所
得
の
減
少
や
農
業
者
の
高
齢

化
、
後
継
者
不
足
、
そ
し
て
耕
作

放
棄
地
の
増
加
な
ど
厳
し
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。
農
業
公
社
で
は
、

町
の
農
業
を
守
る
た
め
、
農
業
経

営
に
意
欲
の
あ
る
方
を
支
援
し
て

い
ま
す
。

　「
農
業
を
新
規
に
始
め
た
い
。」

「
農
業
経
営
規
模
を
拡
大
し
た

い
。」「
個
人
経
営
か
ら
集
団
化
し

た
い
。」な
ど
、
農
業
に
関
す
る
相

談
は
、
農
業
公
社
ま
で
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　（
公
財
）上
三
川
町
農
業
公
社

　
☎
○56
4
3
1
2

平
成
29
年
度
　
家
庭
生

活
支
援
員
養
成
研
修
受

講
生
の
募
集
に
つ
い
て

　（
公
財
）栃
木
県
ひ
と
り
親
家
庭

福
祉
連
合
会
で
は
、
ひ
と
り
親
家

庭
の
方
が
、
病
気
や
冠
婚
葬
祭
、

学
校
行
事
、
就
職
活
動
な
ど
で
、

育
児
に
困
っ
た
時
に
子
育
て
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
家
庭
生
活
支
援
員
養

成
研
修
の
受
講
生
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

▼
研
修
日
＝

　
土
曜
日
コ
ー
ス
：
1
月
20
日
、

2
月
3
日
、
17
日
、
24
日

　
日
曜
日
コ
ー
ス
：
1
月
21
日
、

28
日
、
2
月
4
日
、
18
日

　
※
右
記
の
他
、
保
育
施
設
で
の

見
学
実
習
が
あ
り
ま
す（
平
日
3

時
間
）

▼
対
象
＝

　
5
日
間
の
講
習
を
す
べ
て
受
講

で
き
る
方

　
家
庭
生
活
支
援
員
と
し
て
登
録

し
、子
育
て
支
援
に
従
事
で
き
る
方

▼
場
所
＝

　
と
ち
ぎ
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ

ー（
パ
ル
テ
ィ
）及
び
居
住
地
区
の

保
育
施
設

※
受
講
料
・
託
児
は
無
料
。
た
だ

し
、
託
児
は
予
約
制
・
保
育
所
見

学
実
習
時
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
応
募
締
切
＝

　
12
月
19
日（
火
）必
着

詳
し
く
は
、
下
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　（
公
財
）栃
木
県
ひ
と
り
親
家
庭

福
祉
連
合
会
　
栃
木
県
母
子
家
庭

等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
2
8（
6
6
5
）

7
8
0
1
・
7
8
0
6

栃
木
県
県
南
健
康
福
祉

セ
ン
タ
ー

薬
物
依
存
症
家
族
の
集
い

　
薬
物
依
存
症
っ
て
な
ん
だ
ろ

う
？
家
族
は
ど
う
関
わ
っ
た
ら
良

い
の
か
わ
か
ら
な
い
・
・
・

　
同
じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い

る
他
の
ご
家
族
と
一
緒
に
話
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

　
初
め
て
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方

は
職
員
に
よ
る
事
前
面
談
が
あ
り

ま
す
。
ま
ず
、
お
電
話
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
平
成
30
年
1
月
11
日（
木
）

　
午
後
1
時
30
分
～
3
時

▼
会
場
＝
栃
木
県
庁
小
山
庁
舎

　（
小
山
市
犬
塚
3
︲
1
︲
1
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
県
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
生
活
衛
生
課
　
生
活
薬
事

　
☎
0
2
8
5（
22
）6
1
1
9

　（
祝
休
日
を
除
く
平
日
午
前
9

時
〜
午
後
5
時
）

【交通事故に関する相談は栃木県交通事故相談所へ】
相談費用＝無料  ☎028ー623ー2188

議会を傍聴しませんか
　議会定例会は、12月5日(火)から開
会となります。
　議会では、町の重要な施策や、皆さ
さんの身近な問題が審議されます。
　傍聴される方は、議会当日、役場4
階議会事務局にて、備え付けの用紙に
住所・氏名などをご記入ください。傍
聴券を先着順で交付いたします。
　なお、車いすでの傍聴もできますの
で、事前に議会事務局へご連絡くださ
い。
　また、日程等については町のホーム
ページをご覧いただくか、議会事務局
にお問い合わせください。

▶問い合わせ先＝

　議会事務局　☎○56 9162
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こ こ ろ の 相 談
開催日＝12月22日（金）
　　　　 1月28日（日）
相談時間＝午前9時午後0時20分
　　　　　（1人約1時間）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝カウンセラー
申込期間（予約制）
＝相談の1週間前まで（土日祝日は除く）
費用＝無料
▶問い合わせ先＝
　健康課　成人健康係

　☎56 9133

隣　保　相　談
地域住民の生活上の相談、人権に
かかわる相談に応じます。
▶日時＝12月9日（土）
　　　　午前10時〜正午
▶場所＝東館南集会所
▶問い合わせ先＝
　福祉課　福祉人権係

　☎56 9128

法　律　相　談
日時＝12月17日（日）
　　　午前10時〜午後1時（1人20分）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝栃木県弁護士会弁護士
申込期間（予約制）
＝12月1日（金）〜15日（金）
費用＝無料
連絡先＝福祉課　福祉人権係

☎56 9128　 FAX 56 6868

心 配 ご と 相 談
日時＝第2・第4水曜日
　　　午前9時〜正午（祝日を除く）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
内容＝ 日常生活上に生じる心配ごと、

困りごとなど
問い合わせ先＝
上三川町社会福祉協議会

☎56 3166

宇
都
宮
税
務
署
か
ら
の

お
願
い

〜
来
署
の
際
に
は
、
公
共
交
通
機

関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
〜

　
毎
年
1
月
か
ら
3
月
は
税
務
署

に
多
く
の
方
が
来
署
し
ま
す
。

　
税
務
署
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
は
庁

舎
内
の
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
み

と
な
り
ま
す
。

　
税
務
署
へ
お
越
し
の
際
は
、
自

家
用
車
で
の
来
署
を
お
控
え
い
た

だ
き
、
で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機

関
を
ご
利
用
い
た
だ
く
よ
う
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
宇
都
宮
税
務
署

　
☎
0
2
8（
6
2
1
）2
1
5
1

宇
都
宮
税
務
署
　
非
常

勤
職
員
の
採
用
募
集

　
宇
都
宮
税
務
署
で
は
非
常
勤
職

員
の
募
集
を
行
い
ま
す
。

▼
勤
務
期
間
＝
1
月
中
旬
か
ら
3

月
下
旬
頃

▼
勤
務
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時
の
内
の
3
時
間
、
5
・

5
時
間
ま
た
は
7
時
間

▼
勤
務
地
＝
栃
木
県
立
宇
都
宮
産

業
展
示
館（
マ
ロ
ニ
エ
プ
ラ
ザ
）、

ま
た
は
宇
都
宮
税
務
署

▼
資
格
＝
特
に
必
要
な
い
が
、
パ

ソ
コ
ン
操
作
の
で
き
る
方

▼
募
集
人
数
＝
1
0
0
名

▼
勤
務
内
容
＝
①
確
定
申
告
会
場

で
の
パ
ソ
コ
ン
操
作
補
助
②
デ
ー

タ
入
力
、書
類
整
理
、郵
便
仕
分
等

▼
時
給
＝
9
0
0
円

▼
募
集
期
間
＝
平
成
30
年
1
月
9

日（
火
）ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
宇
都
宮
税
務
署
総
務
課

　
☎
0
2
8（
6
2
1
）2
1
5
1

友
好
市
町
村
交
流
特
別
企

画
　
大
型
客
船「
に
っ
ぽ

ん
丸
」で
行
く「
小
笠
原
・

八
丈
島
ス
プ
リ
ン
グ
ク
ル

ー
ズ
」説
明
会
の
開
催

　
上
三
川
町
と
友
好
都
市
を
結
ぶ

茨
城
県
大
洗
町
で
は
、
交
流
特
別

企
画
と
し
て
、
ク
ル
ー
ズ
旅
行
を

特
別
料
金
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
お
気
軽
に
説
明
会
へ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

●
説
明
会（
事
前
予
約
制
）

▼
日
時
＝
12
月
20
日（
水
）午
後
7

時
～
午
後
8
時
30
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ

ザ
中
会
議
室

▼
参
加
費
＝
無
料

●
ク
ル
ー
ズ
概
要

▼
旅
行
期
間
＝
平
成
30
年
3
月
3

日（
土
）～
8
日（
木
）

▼
航
路
＝
大
洗
～
八
丈
島
～
小
笠

原（
父
島
）～
大
洗

▼
参
加
資
格
＝
町
内
在
住
ま
た
は

勤
務
の
方
で
本
人
及
び
ご
家
族

▼
申
込
期
限
＝
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
大
洗
港
振
興
協
会
ク
ル
ー
ズ
係

（
大
洗
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
内
）

　
☎
0
2
9（
2
6
6
）3
3
2
5

（
平
日
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
）

認知症に関する相談は
上三川町地域包括支援センターへ ☎565513

【とちぎ救急医療電話相談】
大人（15歳以上）の救急電話相談
♯7111 又は ☎028-623-3344　【毎日】午後6時〜午後10時

【とちぎ子ども救急電話相談】
お子さんが急な病気やけがで心配なとき…
♯8000 又は ☎028ー600ー0099

【月〜土曜日】午後6時〜翌朝8時
【日・祝日】午前8時〜翌朝8時(24時間)


